
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日 程  ①現任プレ研修  動画配信講義 0.5 日分＋演習１日間 

                 ・動画配信：１０月中旬～下旬 

                 ・演 習 日 ：１０月３１日（月） 

      ②現任研修     動画配信講義１日分＋演習３日間 

・１０月７日～１月１６日 

・募集人数  定員 ６０名 

・資 料 代  計６，０００円 

       （内訳：現任プレ研修 2,000 円、現任研修 4,000 円） 

          ※現任研修で使用するテキストは各自でご用意下さい。 

・申込方法  インターネット上の専用申込フォームより申込み後、 

「法人内受講希望者優先順位確認書」を郵送にて提出。 

・募集期限  令和４年９月１４日（水）１７時まで 

※各研修の詳細・スケジュール等は次頁以降をご覧ください。

 

【問合せ】 

（福）川崎市社会福祉協議会 総合研修センター 電話：０４４－２２３－６５０９ 

令和４年度 

川崎市相談支援従事者現任プレ研修 

神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）  

受講者募集のご案内 

※本年度は「令和４年度川崎市相談支援従事者現任プレ研修」（以下、現任プレ研修）と「令

和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）」（以下、現任研修）の２研修をまと

めて受講者募集いたします。どちらか一方のみの申込みはできません。 

※本年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた神奈川県の基本方針に

基づき、現任研修の講義部分に関して youtube および（特非）日本相談支援専門員協会

の e-ラーニングシステムを使用した動画配信にて実施を予定してします。 

※現任プレ研修についても新型コロナウイルス感染防止のため、講義０．５日分を youtube

による動画配信にて実施いたします。 
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①  令和４年度 川崎市相談支援従事者現任プレ研修 

～ケアマネジメントに必要な総合力を身につける～ 実施要領 
 

１ 目 的 

  障害者やその家族が持っている様々なニーズと障害者の地域生活支援に必要なサービスを結び、制度

が円滑に利用されるように関係機関との調整を図る「ケアマネジメント」に必要な、総合的判断・評価

（アセスメント）を行う技術力の強化と支援課題の整理及び支援計画作成の技術力強化を重点として実

施します。 

なお、この研修は、神奈川県から川崎市が委託を受けた「相談支援従事者等養成・確保推進事業のス

キルアップ研修②」として実施するものです。 

 

２ 実施主体等 

（１） 川崎市 

（２） 運営主体 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 総合研修センター 

 

３ 日程 

  計１．５日間（講義動画配信０．５日分＋演習１日間） 

※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、動画配信等での実施に変更となる場合がございます。 

 

 

４ 研修会場 

  総合研修センター研修室（詳細はＰ１２を参照） 

 

５ 研修カリキュラム 

 Ｐ４「川崎市相談支援従事者現任プレ研修カリキュラム（予定）」のとおり 

 

６ 定員 

６０名（定員を上回る募集があった場合は、選考により受講者を決定いたします。） 

 

７ 受講対象者 

 次の（１）から（３）のいずれかにあてはまる者で令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修（川

崎市）を受講予定の者 

（１） 申込時点において、川崎市内に所在する指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所

又は指定障害児相談支援事業所で相談支援専門員として従事している者、もしくは上記事業

所で相談支援専門員として従事する予定の者 

 日 時 会場等 

講義動画配信 令和４年１０月中旬～下旬 Youtubeで配信動画を視聴 

演習日 
令和４年１０月３１日（月） 

９：３０～１７：００ 

総合研修センター 研修室 

（住所：川崎市川崎区日進町５－１ 

    川崎市複合福祉センターふくふく２階） 

※詳細は裏面参照 
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（２）障害児者等の相談支援業務に従事する市職員 

 （３）その他、市が必要と認める者 

  

 

【お申込みされるすべての方への留意事項】 

（１）本研修及び「令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）」の全日程を全て受講 

   可能な方を対象とします。 

（２）本研修は川崎市内に所在地を置く事業所・施設等に勤務されている方のみを対象としています。 

   ※今後勤務予定の方、開所予定の事業所も受講対象となります。 

   ※市外に所在地を置く事業所・施設等は、所在地で実施される研修を受講して下さい。 

（３）資格を取得するための研修ではないため、修了証書は交付されません。 

 （４）本研修は、川崎市計画相談支援体制強化事業費補助金（※）における交付要件「川崎市が実施す

る相談支援従事者研修」に該当します。 

 

    

≪川崎市計画相談支援体制強化事業費補助金とは・・・≫ 

指定特定相談支援事業所等の拡充に向け、所定の交付要件を満たした指定特定相談支援事業所もしくは

指定障害児相談支援事業所に対し、新たに配置した常勤専従の相談支援専門員 1 名につき１３０万円を上

限に補助するものです。 

概要は、「障害福祉情報サービスかながわ（ＵＲＬ http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）」の「書式

ライブラリ」→「３．川崎市からのお知らせ」→「１．川崎市からのお知らせ」に掲載予定です。 

 

 

８ 受講料および資料代 

  受講料は無料です。ただし、受講に必要な教材費等 ２，０００円は、資料代として受講者負担とし

ます。（支払方法等詳細は、受講決定通知とともにご案内します。） 

  ※ 神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）の資料代と共にお支払いいただきます。 

※ 交通費等その他経費については自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）」の「書
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 【研修科目】 

  本人を中心とした支援におけるケアマネジメント及びコミュニティソーシャルワークの理論と方法 

 

 【研修内容及び獲得目標】 

  ・意思決定支援に着目した個別相談支援の重要性を理解する。 

  ・多職種連携及びチームアプローチを理解する。 

  ・地域を基盤としたソーシャルワークの理論と方法を理解する。 

  ・相談支援実践におけるスーパービジョンの理論と方法を理解する。 

 

 【研修スケジュール】 

  ・講義動画配信０．５日分＋演習１日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 時 間 内 容 

配信動画 

１０月中旬 

～下旬 

３時間程度 研修講義動画 

日 程 時 間 分 内 容 

演習日 

１０月３１日 

（月） 

9:30～9:40 10 開 講 

9:40～12:00 140 講義・演習 

12:00～13:00 60 昼休憩 

13:00～16:20 200 講義・演習 

16:20～16:50 30 現任研修オリエンテーション 

16:50～17:00 10 事務連絡 

川崎市相談支援従事者現任プレ研修 
カリキュラム（予定） 

※カリキュラムは変更する場合がございますので、予めご了承ください。 
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②  令和４年度 神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）実施要領 

 

１ 目 的 

地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育など

のサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得すること及び困難事例に対する支援方法に

ついて助言を受けるなど、日常の相談支援業務の検証を行うことにより相談支援に従事する者の資質の

向上を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体等 

（１）実施主体 川崎市 

（２）運営主体 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 総合研修センター 

 

３ 日程及び会場 

 

全４日間（オンライン講義１日間分、演習３日間。演習の時間は概ね９時３０分から１７時の予定） 

 

※本研修受講には令和４年度川崎市相談支援従事者現任プレ研修の受講が必須となります。 

 

※講義１日分はインターネットで映像を視聴する（特非）日本相談支援専門員協会の e-ラーニングシス

テムを使用し実施致します。定められた期間内に動画を視聴し、課題提出をもって出席といたします。

e-ラーニングシステムを使用するに際し、受講者にＩＤとパスワードを発行するため、（特非）日本

相談支援専門員協会へ受講者名簿（受講者のお名前とお申込み時にご記入いただくメールアドレス）

を提出させていただきます。 

 

※動画配信講義の受講が困難な方を対象に総合研修センターにて講義映像の放映会を行います。映像放

映は配信による受講が困難な方に限定したものであり、事前の申込がない方の受講は認められません。

日程は受講決定後に調整させていただきます。 

 

 

 

 

内容・日数 日にち 会 場 

動画配信 

講 義 
１日間分 

令和４年１０月７日（金）～ 

１１月１３日（日） 
指定の期間内に配信講義を視聴し課題提出 

演 習 １日目 令和４年１１月１４日（月） 

総合研修センター 研修室 

住所：川崎区日進町５－１ 

川崎市複合福祉センターふくふく２階 

実 習 約１か月 【インターバル実習①】基幹相談支援センター等にて自らの提出課題を検討（予定） 

演 習 ２日目 令和４年１２月１２日（月） 総合研修センター 研修室 

実 習 約１か月 【インターバル実習②】基幹相談支援センター等にて自立支援協議会の参加等体験（予定） 

演 習 ３日目 令和５年１月１６日（月） 総合研修センター 研修室 
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４ 研修カリキュラム 

Ｐ８「令和４年度 神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）研修カリキュラム（案）」のとおり 

  ※研修カリキュラムは変更となる場合がございます。 

 

 

５ 定員 

６０名（定員を上回る募集があった場合は、選考により受講者を決定いたします。） 

 

 

６ 受講対象者 

次の（１）から（３）いずれかの者 

（１）申込時点において、川崎市内に所在する指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又

は指定障害児相談支援事業所で相談支援専門員として従事している者、もしくは上記事業所で

相談支援専門員として従事する予定の者 

（２）障害児者等の相談支援業務に従事する市職員 

 （３）その他、市が必要と認める者 

  

 ・ 上記要件に加えて「令和４年度川崎市相談支援従事者現任プレ研修～ケアマネジメントに必要な

総合力を身につける～」の受講が必須となります。過年度の現任プレ研修を修了されている方も、

再度今年度の研修をご受講ください。必ず現任プレ研修の実施要領もご確認ください。 

 

  

【留意事項】 
 （１）１日間分のオンライン講義（オンラインでの受講が困難な方は会場での映像視聴）、及び３日間

すべての演習を受講可能で、利用者の同意のもと実習事例を提出できる方を受講対象とします。 

 （２）相談支援従事者初任者研修を修了している必要があります。 

（３）本研修は神奈川県の委託により川崎市が実施するもので、川崎市内に所在地を置く事業所・施設

等に勤務されている方を対象としています。 

※今後勤務予定の方、開所予定の事業所も対象となります。 

※市外に所在地を置く事業所・施設等は、所在地で実施される研修を受講してください。  

 

 

７ 受講料および資料代 

  受講料は無料です。ただし、受講に必要な教材費等 ４，０００円は、資料代として受講者負担とし

ます。（支払方法等詳細は、受講決定通知とともにご案内します。） 

※ 交通費等その他経費については自己負担となります。 

※ 受領した教材費等は、いかなる場合（新型コロナウイルス感染拡大による中止も含む）でも返金さ

れません。 

 

８ 修了証書の交付、修了者名簿の管理 

（１）本研修の全日程を修了した方に、川崎市より修了証書を交付します。 

（２）川崎市は研修修了者名簿（修了証番号、氏名、生年月日、所属等）を管理します。 

（３）本研修は全日程の出席をもって修了となりますので、遅刻や早退は欠席とみなします。修了証書 

を交付できませんので、ご注意ください。 

（４）著しく受講態度が悪い場合(私語、居眠り、携帯電話の使用等)にも、修了証書を交付できない場 

合がございます。また、内容によって推薦元への連絡いたします。 
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９ テキストについて 

  本研修では下記のテキストを使用します。オンライン講義開始までに各自でご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 相談支援専門員の資格の更新について≪重要≫ 

 

相談支援専門員は、相談支援従事者初任者研修を修了した年度の翌年度を初年度として、５年以内に

当現任研修を修了する必要があり、以後５年間に１回以上受講することが必要です。指定相談支援事業

所等は、相談支援専門員の計画的な受講にご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪注意事項≫ 

・平成19年度、平成24年度及び平成29年度の初任者研修修了者で平成30年度以降に現任研修を修了し

ていない方については、令和４年度中に現任研修を修了しなければ、令和５年度以降に相談支援専

門員の資格が失効します。 

・失効した場合は、相談支援専門員の資格要件を満たすために改めて初任者研修（全日程）を受講す

る必要があります。 

 

平成 29年度 30年度 ～ 令和 4年度 令和 5年度 ～ 令和９年度 

初任者研修 

受講 
初年度 ～ ５年度目 ６年度目 ～ １０年度目 

◆研修テキスト 
 

中央法規出版 

「障害者相談支援従事者研修テキスト 現任研修編」 

（税込３，０８０円） 

 

 
【テキスト購入の方法】 

書店での取り寄せや、出版社のホームページから通信販売などで 

購入いただけます。 

 

平成３０年度～令和４年度の間に 

現任研修を修了 

令和５年度～令和９年度の間に 

再度現任研修を修了 

初任者研修修了後から令和４年度末まで

は、現任研修を修了しなくても相談支援

専門員として配置可能 

令和４年度中に現任研修を修了してい

れば、令和５年から令和９年度末まで

は相談支援専門員として配置可能 



令和４年度　神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市）
研修カリキュラム　【予定】

日程・場所 区分 科　　　目

講義① 地域を基盤としたソーシャルワーク（ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｰｸ）

講義② 地域を基盤としたソーシャルワーク（個別支援）

講義③ 地域を基盤としたソーシャルワーク（ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ）

講義④ スーパービジョン

講義⑤ 福祉制度の動向（地域生活支援事業含む）

9:30 ～ 9:35 導入 ガイダンス

9:35 ～ 11:30 講義 川崎市の取組みと相談支援専門員の人材育成、個別相談支援

11:40 ～ 12:45 演習 事例報告・検討（前半）

12:45 ～ 13:45 休憩 昼休憩

13:30 ～ 16:45 演習 事例報告・検討（後半）、インターバル実習の整理、まとめ

16:45 ～ 17:00 事務連絡 事務連絡等

9:30 ～ 9:45 導入 事務連絡、演習ガイダンス

9:45 ～ 10:50 講義 チームアプローチ

11:00 ～ 11:50 演習 事例報告・検討（前半）

11:50 ～ 12:50 休憩 昼休憩

12:50 ～ 16:50 演習 事例報告・検討（後半）、インターバル実習の整理、まとめ

16:50 ～ 17:00 事務連絡 インターバル・事前課題の説明

9:30 ～ 9:45 導入 ガイダンス

9:45 ～ 11:45 講義 ＧＳＶ（グループスーパービジョン）の目的と方法

11:45 ～ 12:45 休憩 昼休憩

12:45 ～ 14:10 演習 GSV実践（支援の洗い出し）

14:20 ～ 15:20 講義 個別支援から地域支援の展開

15:30 ～ 16:35 演習 地域支援の展開

16:35 ～ 17:00 修了式 修了証書授与・事務連絡

※日程・会場・カリキュラムの内容等は変更する可能性があります。予めご了承ください。

時間

オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
①

１０月７日～１１月１３日
の指定の期間内に
オンラインで受講

１日分

演
習
１
日
目

１１月１４日（月）
９：３０～１７：００

演
習
３
日
目

１月１６日（月）
９：３０～１７：００

演
習
２
日
目

１２月１２日（月）
９：３０～１７：００

インターバル実習②

インターバル実習①

8
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③  現任プレ研修・現任研修 共通事項 

 

１ 受講者の推薦・申込み 

（１）推薦・申込みについて 

・インターネット上の受講申込フォームからの申込みいただくとともに、法人内で窓口となる担当者 

をお決めください。 

・また、法人内の受講優先順位と受講申込者の初任者研修および現任研修修了状況の把握のため別途

Ｐ１３の『法人内受講希望者優先順位確認書』に必要事項をご記入の上、受講申込者の初任者研修

修了証書（現任研修受講済みの方は今までに受講した現任研修の修了証書全て）のコピーを添付し

下記事務局まで郵送ください。 

 

※１ 申込締め切り後は一切受け付けませんので、ご注意ください。 

※２ 申込みの際に未記入の箇所等があった場合、受講を見送りとさせて頂きます。 

※３ 申込みが完了すると指定のメールアドレスに申込完了メールが届きますので、必ずご確認くだ

さい。 

※４ インターネットでの申込みと、「法人内受講希望者優先順位確認書」およびすでに受講済の初

任者研修・現任研修の修了証書のコピーの提出をもって申込み完了となります。どちらかが欠

けている場合は選考外となりますので、十分ご留意下さい。 

 

（２）受講申込フォーム 

下記ＵＲＬより、必要事項をご記入の上お申込みください。 

受講申込フォームＵＲＬ・・・https://forms.gle/ttrYU2qUkfdRcayx5 

 

※下記のサイトに申込フォームへのＵＲＬを掲載いたします。 

 ①総合研修センターホームページ（ＵＲＬ http://www.kourei-c.jp/） 

のトップページ「新着情報・お知らせ」 

②ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ（ＵＲＬ http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）」 

の「書式ライブラリ」→「３．川崎市からのお知らせ」→「１．川崎市からのお知らせ」 

 

（３）申込期限 

令和４年９月１４日（水）午後５時まで 

 

 

２ 受講者の決定 

（１）受講希望者が定員を上回った場合は、選考により受講者を決定します。（先着順ではありません。） 

（２）受講決定通知（受講の可否）については、法人の取りまとめ担当者宛てに９月２８日（水）頃まで

に送付します。期日を過ぎても通知が届かない場合には、お手数をお掛けいたしますが、事務局ま

でご連絡ください。 

（３）指定相談支援事業者として「申請済み」または「申請予定あり」の事業所の方を優先的に受講決定

します。受講申し込みの際にチェックに誤りがないようご注意ください。 

 

 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/
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３ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

本研修は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針に鑑み、以下のとおり実施

いたしますのでご協力お願いします。 

 

（１）演習の約２週間前より検温結果等の健康チェックシートを作成していただき、受付にてご提出い

ただきます。 

（２）受付にて検温を実施します。体温が著しく高い方や、体調不良の方は受講をお断りすることがご

ざいますので、あらかじめご了承ください。 

（３）研修当日は、マスクの着用、受付時の手指消毒の徹底、対人距離の確保等の感染症拡大防止対策

にご協力ください。 

（４）新型コロナウイルスの感染状況によっては、研修開催途中であっても、延期・中止またはオンラ

イン等への実施方法の変更を行う場合がございます。 

（５）研修当日に、研修講師の状況により予定していた科目の講義を行えない場合があります。なお、

当日講義を行えない科目については、代替措置を検討し、追ってお知らせします。また、研修当

日に、講義を予定していた講師を変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。 

（６）受講生本人又は法人におけるやむを得ない理由により、研修途中で受講の継続が困難となった場

合には、速やかに研修事務局に申し出てください。事前に申出があり、かつ、正当な理由と認め

られる場合には、代替措置を検討します（事後の申出は認めません）。 

【やむを得ない理由の具体例】 

・研修途中で体調不良となり、以降の研修受講が難しくなった。 

・法人内で新型コロナウイルス感染症が発生し、受講者本人が陽性者又は濃厚接触者と認められ

たわけではないものの、法人判断として以降の受講を辞退させたい。等 

 

 

４ その他の注意事項 

（１）遅刻および早退は、欠席とみなします。通勤時間帯による混雑や天候を考慮の上、余裕をもって

ご来場ください。 

（２）著しく受講態度が悪い場合（私語、居眠り、携帯電話の使用等）、ご退室頂きますのでご注意くだ

さい。 

（３）本研修では研修の受講する上で支援が必要な方に対し、研修の実施及び、他の受講生の学習に支

障をきたさない範囲で合理的配慮を取らせていただきます。受講にあたって手話通訳、点訳教材

等を必要とする方や人員や専門性を要する直接の支援を必要とする方は、必ず受講申込フォーム

の「研修を受講する際に必要な配慮」に必要事項をご記入ください。なお、ご相談やご不明な点

等ございましたら別途総合研修センター事務局までご連絡ください。 

申込みの際の記入や事前の相談がない場合は対応できないことがございますのでご注意下さい。 

（４）会場に駐車場はありませんので、ご了承ください。公共交通機関をご利用ください。 

（５）研修を通して知り得た個人情報は、当該研修業務の運営及び本市における計画相談に関する施 

   策等の推進以外に使用されることはありません。 

なお、上記目的の範囲内において、事業所所在地の各区に研修修了者の情報を提供する場合が

ありますので、あらかじめご承知ください。 

（６）演習実施日に、自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合、開講しないまたは開始時刻を遅

らせることがあります。その場合には、研修当日の午前８時３０分までに、障害福祉情報サービ

スかながわ及び総合研修センターのホームページにその旨を掲載いたします。 
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  ＵＲＬ 

障害福祉情報サービスかながわ http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/ 

    川崎市高齢社会福祉総合センター http://www.kourei-c.jp/ 

 

 

５ 研修全般に関しての問い合わせ先 

下記問合せ先の電話受付時間は、いずれも午前９時から午後５時までです。 

 

【日程・会場・申込・カリキュラム内容等について】 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 総合研修センター 

電 話 ０４４－２２３－６５０９   ＦＡＸ ０４４－２２３－６５９８ 

電話受付時間 午前９時から午後５時（火曜～土曜。日祝日除く）※月曜休館日 

 

【受講対象・制度について】 

  川崎市健康福祉局 総合リハビリテーション推進センター 企画・連携推進課 障害者支援担当 

電 話 ０４４－２００－３１９７   ＦＡＸ ０４４－２００－３９７４ 

受付時間：月曜～金曜 午前９時～午後５時（祝祭日を除く） 
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会場 総合研修センター研修室 

   （川崎市複合福祉センター ふくふく ２階） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※動画配信による受講が困難な方へ 
 

≪講義（映像配信）の放映会について≫ 

※現任プレ研修及び現任研修の講義部分については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

受講者各自で動画配信にて受講していただくことを原則としますが、やむを得ず個人で動画配信に

よる講義を受講できない方に限定し、放映会場を設置します。なお、研修申込時に明確な理由のあ

る方のみ放映会場を利用できることとします（放映会場利用の可否については、受講決定の際にお

知らせします）。また、個人の判断で下記会場へ来場いただいても、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から、入場することが出来ませんのであらかじめご承知おきください。 
 

【会場】 

総合研修センター （川崎市複合福祉センターふくふく２階） 
 

【日程】 

  １日間。受講決定後に、別途調整させていただきます。 
 

＜ご注意＞ 

・当日講師はおりませんので、質問等は演習１日目以降にお願いします。 

演習会場のご案内 
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令和４年度川崎市相談支援従事者現任プレ研修 

令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修（川崎市） 

『法人内受講希望者優先順位確認書』 
 

 本用紙は、インターネット上の受講申込フォームにて相談支援従事者現任プレ研修と相談支援従事

者現任研修をセットでお申込みいただいた法人に、別途提出いただく申込確認書類となります。法人

担当者の連絡先及び、受講申込者の氏名・事業所名を法人内の優先順にご記入いただき、下記事務局

住所まで郵送ください。 

 

法人・団体名（※必須）  

法人・団体 代表者名（※必須）  

法人住所及び連絡先（※必須） 
緊急の場合等、メールでご連絡させて

頂くこともございます。 

〒    － 

 

TEL：   （   ）   ／ FAX：  （   ） 

Mail: 

取りまとめ担当者名（※必須）  

決定通知等送付先 

（※上記住所と異なる場合のみ記載） 

〒    － 

 

TEL：   （   ） 

＊決定通知等はまとめて上記住所に送付いたします。法人住所と異なる場所への送付を希望する場合は、

上記「決定通知等送付先」に送付先を記載ください（受講者ごとに異なる送付先にすることはできませ

ん）。 

【受講申込者一覧】全受講申込者の氏名・事業所名を法人内の優先順に下の欄にご記入ください。 

 

  

優先順位 受講申込名 事業所名 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

※必ずご提出ください 

【事務局住所】 

〒２１０－００２４  

川崎市川崎区日進町５－１ 川崎市複合福祉センター ふくふく ２階 

総合研修センター「相談支援従事者研修担当」 
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内は、厚生労働省告示第227号（平成24年3月30日）に神奈川県として実務経験に

含める業務の範囲

業務の種類 必要経験年数

ア　平成18年10月１日において、下記に掲げる事業等に従事しており、

　平成18年９月30日までの間に相談支援に従事した者

障害児相談支援事業

身体障害者相談支援事業

知的障害者相談支援事業

・障害児（者）地域療育等支援事業

・市町村障害者生活支援事業

精神障害者地域生活支援センター

イ　相談機関等において相談支援業務に従事する者

障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業

知的障害者支援事業

児童相談所

身体障害者更生相談所

精神障害者地域生活支援センター

知的障害者更生相談所

福祉事務所

保健所

市町村役場

その他これらに準ずる施設

ウ　施設等において相談支援業務に従事する者

障害者支援施設

障害児入所施設

老人福祉施設

精神保健福祉センター

救護施設及び更生施設

介護老人保健施設

居宅介護支援事業所

地域包括支援センター

その他これらに準ずる施設

・知的障害者更生施設

・知的障害者地域生活援助、精神障害者地域生活援助

・精神障害者社会復帰施設

・市町村から補助または委託を受けている作業所等

エ　保険医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに

　　該当する者

（１）社会福祉主事任用資格を有する者

（２）訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

（３）国家資格等※１を有する者

（４）上記アからウに掲げる業務に１年間以上従事した者

・身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体
障害者授産施設、身体障害者福祉センター

３年以上

5年以上

①
相
談
支
援
業
務

・身体障害者更生施設

（別紙２）

・知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害
者福祉ホーム

業務の範囲

相談支援専門員の実務経験要件

・知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉
症児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢
体不自由児施設(入所、通所）、肢体不自由児療護施
設、重症心身障害児施設、指定医療機関（肢体不自由
児、重症心身障害児）

（別 紙） 
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業務の種類 必要経験年数

オ　就労支援に関する施設において、相談支援業務その他これに準ずる

　業務に従事する者

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

・地域就労援助センター

カ　特別支援学校その他これらに準ずる機関において、障害のある児童

　及び就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事する者

特別支援学校

その他これらに準ずる機関

・小学校、中学校の特別支援学級

業務の種類 必要経験年数

ア　施設等において介護業務に従事する者

障害者支援施設

・身体障害者更生施設

・身体障害者療護施設

・身体障害者福祉ホーム

・身体障害者授産施設

・身体障害者福祉センター

・精神障害者社会復帰施設

・知的障害者デイサービスセンター

・知的障害者更生施設

・知的障害者授産施設

・知的障害者通勤寮

・知的障害者福祉ホーム

障害児入所施設

老人福祉施設

介護老人保健施設

療養病床

その他これらに準ずる施設

イ　障害福祉サービス事業等において介護業務に従事する者

障害福祉サービス事業

障害児通所支援事業

老人居宅介護等事業

その他これらに準ずる事業

ウ　保険医療機関等において介護業務に従事する者

保険医療機関

保険薬局

訪問看護事業所

その他これらに準ずる施設

業務の範囲

①
相
談
支
援
業
務

５年以上

１０年以上

②
直
接
支
援
業
務

・市町村から補助または委託を受けている作業所等

業務の範囲

・改正前の身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介
護、児童居宅介護、精神障害者居宅介護、身体障害者
デイサービス、児童デイサービス

・知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉
症児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢
体不自由児施設（入所、通所）、肢体不自由児療護施
設、重症心身障害児施設、指定医療機関（肢体不自由
児、重症心身障害児）

・知的障害者地域生活援助、精神障害者地域生活援助
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業務の種類 必要経験年数

ア　上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

（１）社会福祉主事任用資格を有する者

（２）訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者

（３）保育士

（４）児童指導員任用資格者

（５）精神障害者社会復帰指導員任用資格者

イ　上記①及び②の業務に従事する者で、国家資格等※１による業務に

　　５年以上従事している者

※１

　
注） １年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業

務に従事した日数が１年あたり１８０日以上であることをいうものとする。例え
ば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、
実際に業務に従事した日数が９００日以上であることをいう。

国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、
理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯
科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復
師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士のことをいう。

５年以上

業務の範囲

３年以上

③
有
資
格
者
等
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令和４年度 相談支援従事者現任研修・現任プレ研修 全体スケジュール 

月 現任研修 現任プレ研修 

１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・講義動画配信 

 １０月中旬～下旬 

・演習日 

 １０月３１日（月） 

１１月 

 

 

 

・演習１日目 

 １１月１４日（月） 

 

１２月 

 

 

 

・演習２日目 

 １２月１２日（月） 

 

令和５年 

１月 

 

 

 

・演習３日目 

 令和５年１月１６日（月） 

 

 

・オンライン講義視聴期間 

１０月７日～１１月１３日 

・インターバル実習① 

１１月１５日～１２月１１日 

・インターバル実習② 

１２月１３日～１月１５日 
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④ 【重要】令和５年度以降の研修実施時期について 

令和５年度以降 

相談支援従事者研修開催時期変更のご案内 

令和５年度より、神奈川県内で実施している相談支援従事者研修（初任者研修、

現任研修、主任相談支援専門員養成研修）の開催時期を変更となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※研修の時期はあくまでも現時点での目安であり、前後する可能性がございます。  

※受講申し込み先は従来どおり、事業所の所在する市町村となります。募集の開始時期は決まり次第、

改めて周知させていただきます。 

【これまで】  

・初任者研修：７月～10月  

・現任研修：10月～翌年１月  

・主任研修：10 月～11 月 

【令和５年度以降】  

・初任者研修：10月～翌年１月  

・現任研修：７月～10月  

・主任研修：６月～７月 

【問合せ先】  

○横浜市  

横浜市健康福祉局障害施策推進課相談支援係 ０４５－６７１－４１３３  

○川崎市  

川崎市総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課０４４－２００－３１９７  

○その他県域  

神奈川県福祉子どもみらい局障害福祉課地域生活支援グループ ０４５－２１０－４７１３ 

神奈川県からのお知らせ 


